
年金 住民環境課戸籍年金係からのお知らせ住民環境課戸籍年金係からのお知らせ

◆国民年金の手続きは、お済みですか？

　3月から4月は、卒業・入学・退職・就職等で周りの環境が大きく変わる時期です。会社を退職された方、
その配偶者の方（第 3号被保険者）は、国民年金の加入・種別変更手続きが必要になります。国民年金の手
続きは早めに済ませましょう。なお、平成 25年度の国民年金保険料は月額 15,040 円です。納付は、納付書
及び口座振替（申出が必要）の方法があり、それぞれ前納制度による割引等もありますのでご利用ください。

◆学生納付特例申請について

　平成 24年度において学生納付特例制度により、保険料の納付を猶予されている方で、平成 25年度も引き
続き在学予定の方へ、基礎年金番号が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が 3月末に送付されてい
ます。前年度と同じ学校等に在学される方は、このハガキに必要事項を記入し返送されると、平成 25年度も学
生納付特例申請ができます。また、平成 25年度は学生納付特例申請を利用せず、保険料の納付を希望される
場合は納付書を送付しますので、お手数ですがお近くの年金事務所へ連絡してください。なお、はじめて学生納
付特例申請を希望される方は、在学証明書または学生証の写しをご持参のうえ、役場戸籍年金係で手続きをし
てください。　【お問い合わせ】鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121　または、役場戸籍年金係まで

◆大崎町空き家バンク制度をご利用ください！

◆空き家を探しています！

空き家バンクとは？（大崎町空き家バンク制度）

　町内に点在する空き家の情報を集約し、その情報を大崎町のホームページ上で公開します。インターネッ
トを通じ、全国へ紹介することで、町内への定住促進を図る事業です。

※ご注意※
　 　この制度は、物件の情報発
信及び紹介を行うものであり、
役場が仲介及びあっせんを行
うものではありません。売買・
賃貸についての交渉は、当事
者間で行うことになります。

　現在、空き家の登録がまだまだ少ない状況です。空き家をお持ちの方で、「貸家にしたい。」「売却し
たい。」という方がいらっしゃれば、役場企画調整課までお問い合わせください。

☆大崎町空き家バンク制度の概念図☆
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物件の登録 情報の検索

【空き家をお持ちの方】
①登録申込書（情報登録票添付）提出
　　　　⬇
②現地調査（写真撮影等）
　　　　⬇
③インターネット公開（２年間）

【空き家をお探しの方】
①利用申込書提出
　　　⬇
②所有者との交渉
　　　⬇
③契約（賃貸、売買）

【空き家をお探しの方】

貸家を探しているが
見つからない

売家をさがしているが
見つからない

【空き家をお持ちの方】

空き家を借家にしたいが
借りてくれる人がいない

空き家を売却したいが
買ってくれる人がいない

大崎町空き家バンク

渉・契約交渉・交渉・契約

まちからのお知らせ、生活に関する制度について

住民環境課
戸籍年金係
☎476-1111（123）

問

企画 企画調整課からのお知らせ企画調整課からのお知らせ 企画調整課　企画政策係
☎476-1111（222）

問
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